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評価項目 評価 評価できる事項 改善すべき事項 改善する内容

　目標値が全般的に甘いのではな
いか、もう少し高い目標値を設定し
ても良いのではないかという点の指
摘や、オリジナル品種、低コスト技
術、飼料米作付などで目標、課題
の再検討が必要との意見が出され
ている。

  平成２７年度の実績が既に平成２８年度以降の
目標値を達成している成果測定事項については、
目標値を上方修正し、達成に向けて取り組みま
す。
　また、特に御指摘のあったオリジナル品種、低コ
スト技術、飼料米作付などについては、中間年度
に当たる平成２９年度時点で需要動向等を踏まえ
て総点検を実施し、適切な普及指導事項、活動、
成果測定事項、目標値となるよう改善を図ります。

　また水田農業を軸としつつも、福
島県農業の総合的発展という観点
から畜産、野菜と関連させた総合的
な目標、課題の設定が必要でない
かとの意見が出ている。これらにつ
いての再整理が望まれる。

  普及指導計画書の課題設定については、県実施
方針に掲げる視点１～４の区分で課題設定し、重
点的に進めることにより、本県農業の総合的な発
展に資することとしていますが、　特に、今回実施
した外部評価課題の水田農業の振興については、
各課題に横断的に関連することから資料が分散
し、見づらい資料となってしまった。今後は、外部
評価資料として、見やすくわかりやすいように改善
を図ります。

２
普及指導
活動の方
法

A

すべての委員から、地域の特
色、実情に配慮して、JA・市町
村・土地改良区等と連携をとって
地域の農業者と話し合いを行い、
相互の良好な関係を築きながら
営農体制の確立支援、プラン作
成を行っている点が高く評価され
ている。PDCAサイクルがまわっ
ているとの評価がなされている。

　現地に出向いて行う情報（販売や
補助事業の情報を含む）の提供や
技術指導の強化、継続が強く望ま
れている。これは評価委員だけでは
なく農業者の共通の希望といえよ
う。ただ飼料作（飼料米を含む）と畜
産、耕畜連携については、より一層
農業者の立場に立った情報提供、
技術普及指導がのぞまれる。

　畜産や耕畜連携の推進については、地域への定
着に向けて、引き続き、国施策の情報提供と低コ
スト技術の指導を行うとともに、地域内流通を推進
するなど長期的な視点に立った課題解決に努めま
す。

１
普及指導
活動の目
標と課題
設定

A

人づくり、組織づくり、土地利用
型農業、集落営農など水田農業
の確立に向けた適切な設定と
なっているとの評価がすべての委
員から出されている。それ故総体
としてはAレベルの評価といえる
が、右の改善すべき事項の指摘
もあることから、少し厳しめに評
価するとA´と評価できる。
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　ものづくりと比較すると人づくりが
やや弱いとの評価が一部にある。こ
の点でモデル集落などの実践を教
訓化し、各地の人づくりに活かして
いく努力が望まれる。

　昨年度開始された農地中間管理事業を活用し、
各集落の「人・農地プラン」策定支援に重点的に取
り組んでいるところであり、これまでの集落営農推
進の成果を踏まえ、引き続き、これらのプランが策
定された集落での実践支援に重点的に取り組みま
す。

　技術面でのより一層の支援ととも
に、震災からの復興という福島県の
課題解決のために、全量全袋検査
の継続、エコファーマー、特別栽培
米など環境保全・循環型農業をめ
ざし、安全・安心・おいしい福島の農
畜産物を強く打ち出していくことも重
要との指摘がなされている。

　米の全量全袋検査については平成２８年度の円
滑な実施を支援します。また、本県がこれまで力を
入れてきたエコファーマー、特別栽培米などの環
境と共生する農業については重要な課題であると
考えており、今後も重点的に取り組みます。
　また、安全・安心な本県の農産物を県内外へPR
していくために、農業生産工程管理（GAP）の実践
を一層支援してまいります。

　引き続き、各集落の「人・農地プラン」の作成・実
現に向けて重点的に支援します。

　ＩＣＴなどの先端技術導入を積極的に進めるた
め、農業者、関係機関、そして革新的な技術開発
に取り組む民間企業と連携し、県内各地で実証ほ
を活用した技術導入に取り組んでおり、更にこれら
技術等を広く普及するための普及指導事項、成果
測定事項等を普及指導計画に反映し改善を図るこ
とにより、本県農業の復興に向けて地域農業を
リードしてまいります。

※評価の目安　Ａ：妥当である　Ｂ：一部見直しが必要　Ｃ：見直しが必要

　また原子力災害からの復興という福島県独自の課題に対して、今までと違っ
た＝震災以前より輝ける農業の姿とその実現に向けた農業振興方策の提起
の必要性、具体的には花卉、野菜等新規作物の導入のための展示圃・実証圃
の設定、主食用米＋飼料用米＋安定所得をめざし、安全・安心・おいしい福島
の農畜産物をつくっていくために土づくり（技術）、人づくり、仕組みづくり（組織
化）を基礎においた、新しい福島県農業をつくっていくという気構えを持って、普
及関係者が農業者と一丸になって進んでいくことが望まれている。

３
普及指導
活動の成
果

A

　集落の合意形成、認定農業者
数の増加、モデル経営体・モデル
集落の育成・支援などで成果が
見られる点は大いに評価できる。
ただ今後さらに米などの高品質
化をめざしていくために、高温障
害、異常気象、病虫害など自然
災害に関わる面への積極的対応
が必要との意見が出されている。
総体としてはAの評価であるが、
右の大枠での改善すべき点も出
されており、少し厳しめに評価す
ればA´の評価である。

４
総合的な
評価

　TPPの国会審議はこれからであり、まだ決まったことではないが、その影響も
にらみつつ、地区・集落ごとの座談会への支援を強化し、基盤整備、人・農地プ
ランの実現など基礎条件を強化する普及・指導が望まれている。


